
■
今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は

　

平
成
11
年
10
月
23
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

（
18
歳
以
上
）
で
、
平
成
29
年
７
月
９
日
以

前
か
ら
引
き
続
き
八
峰
町
内
に
住
ん
で
い
て

住
民
登
録
が
あ
る
方
で
す
。

※

平
成
29
年
７
月
10
日
以
降
に
転
出
さ
れ
た

方
は
、
転
出
先
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
な
い
た
め
、
町
内
で
投
票
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

■
投
票
時
間

　

八
峰
町
で
の
投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か

ら
午
後
７
時
ま
で
で
す
。
入
場
券
が
届
い
た

ら
投
票
所
、
投
票
時
間
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
万
が
一
、
入
場
券
が
届
い
て
い
な
い
場

合
は
、
お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
投
票
所
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
間

違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

特
に
水
沢
投
票
区
は
投
票
所
が
変
更
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

票
の
補
助
者
が
代
理
で
記
載
し
ま
す
が
、
投

票
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ

さ
い
。

■
病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票

　

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
病
院

や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
い
る
人
は
、
そ
の
施

設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
手
続
き
は

そ
の
施
設
で
行
い
ま
す
の
で
、
施
設
の
係
の

方
に
不
在
者
投
票
の
申
し
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

■
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
に
は
、
投

票
所
に
行
か
ず
に
自
宅
で
投
票
で
き
る
「
郵

便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
事
前
に
郵
便
投
票
証
明
書
の
交
付

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
に

は
、
申
請
書
提
出
か
ら
障
害
の
程
度
の
確
認

後
に
選
挙
管
理
委
員
会
で
決
定
の
う
え
証
明

書
の
交
付
と
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
は
郵
便
に

よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※

不
在
者
投
票
は
、
投
票
日
ま
で
に
選
管
に

届
か
な
い
と
無
効
に
な
り
ま
す
。
手
続
き

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
八
峰
町
選
挙
管
理
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

☎
７
６―

４
６
０
１
（
総
務
課
内
）

☎
７
６―

４
８
０
０
（
選
管　

峰
栄
館
内
）

■
こ
ん
な
時
は
期
日
前
投
票
を

　

投
票
日
当
日
、
仕
事
や
旅
行
等
の
理
由
に

よ
り
投
票
で
き
な
い
場
合
は
期
日
前
投
票
が

で
き
ま
す
。
入
場
券
裏
面
の
「
期
日
前
投
票

請
求
書
兼
宣
誓
書
」
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

期
日
前
投
票
所
へ
提
出
す
る
と
、
そ
の
場
で

投
票
で
き
ま
す
。

【
期
日
前
投
票
所
】

　

八
森
地
区
・
・
・
フ
ァ
ガ
ス
「
研
修
室
」

　

峰
浜
地
区
・
・
・
峰
栄
館
「
ホ
ー
ル
」

【
期
日
前
投
票
期
間
】

●
第
48
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
お
よ
び
最

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

　
　

10
月
11
日（
水
）か
ら
10
月
21
日（
土
）

※

期
間
中
は
、
土
日
も
投
票
で
き
ま
す
。

【
期
日
前
投
票
時
間
】

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

■
自
分
で
書
け
な
い
と
き
は
代
理
投
票
を

　

手
に
ケ
ガ
な
ど
を
し
て
、
自
分
で
投
票
用

紙
に
書
け
な
い
場
合
は
、
代
理
投
票
が
で
き

ま
す
の
で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
投

①
　
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や
名
義
の

い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ
て
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

※

一
部
、
禁
止
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

②
　
政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
・
要

求
の
禁
止

　

政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ
う
勧
誘

や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
　
政
治
家
の
関
係
団
体
の
寄
附
の
禁
止

　

政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ
る
団
体

や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、

政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し
た
り
、
氏
名
が
類

推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
寄
附
を
す
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附

を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支
部
に
対

す
る
も
の
は
除
か
れ
ま
す
。

④
　
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

　

後
援
団
体
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対

し
て
、
香
典
や
祝
儀
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体
の
設
立
目
的
に

よ
り
行
わ
れ
る
行
事
や
事
業
に
関
す
る
寄
附

以
外
の
寄
附
を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や
名
義

の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

⑤
　
年
賀
状
等
の
挨
拶
状
の
禁
止

　

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し

て
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除

第
48
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

投
票
日
　
10
月
22
日（
日
曜
日
）午
前
７
時
〜
午
後
７
時

国
民
の
代
表
と
し
て
、我
が
国
の
未
来
を
託
す
人
た
ち
を
選
ぶ
大
事
な
選
挙
で
す
。

よ
く
見
、よ
く
聞
き
、よ
く
考
え
て
、貴
重
な
一
票
を
正
し
く
投
じ
ま
し
ょ
う
。

 １大　沢 大沢・横内・仲村・小手 塙川健康セン
 投票区 萩・内荒巻・塙・大信田 ター 

 ２石　川 石川・稲子沢・大野・外 石川多目的集
 投票区 林 施設

 ３田　中 畑谷・上畑谷・強坂・内
 投票区 坂・沼田・田中 

峰栄館

 
４水　沢

 水沢・カッチキ台・駅 
水沢コミュニ

 
投票区

 前・三ツ森・高野々・大 
ティセンター

  土面 

 
５目名潟

 目名潟・萩ノ台・蝦夷倉・
 
投票区

 岩子・大久保岱・手這坂・ 八峰町役場
  大岱・大槻野 

 ６八　森 八森第一・八森第二・八 八森生活改善
 投票区 森第三・浜田・本館 センター

 ７観　海 椿台・椿・中浜・茂浦・
 投票区 立石・横間・滝の間 

ファガス

 ８岩　館 小入川・岩館第一・岩館 岩館生活改善
 投票区 第二 センター

投票区 地区名 投票所

各投票区の投票所

政治家の寄附は禁止、有権者が求める
ことも禁止されています
　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

　下記の①から④まで及び⑥の項目によって処罰されると、公民権停止（※）の対

象となります。

　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

※公民権停止とは…選挙への立候補、投票、選挙運動への参加等が禁止されること。

き
、
年
賀
状
等
の
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
を
出

す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
　
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広
告
の

禁
止

　

政
治
家
や
後
援
団
体
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て
あ
い
さ
つ
を
目

的
と
す
る
有
料
の
広
告
を
新
聞
・
雑
誌
・
テ

レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
出

す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　　

次
の
も
の
も
、
政
治
家
の
寄
附
禁
止
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

○
お
祭
り
へ
の
寄
附
・
差
入

○
落
成
式
・
開
店
祝
等
の
花
輪

○
お
歳
暮
・
お
年
賀

○
葬
儀
の
花
輪
・
供
花

○
病
気
見
舞

○
入
学
祝
・
卒
業
祝

○
地
域
の
運
動
会
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の
飲

食
物
等
の
差
入

○
町
内
会
の
集
会
・
旅
行
等
の
催
物
へ
の
寸

志
・
飲
食
物
の
差
入

　

水
沢
投
票
区
（
水
沢
、
カ
ッ
チ
キ
台
、
駅

前
、
三
ツ
森
、
高
野
々
、
大
土
面
地
区
等
）

に
お
住
い
の
皆
様
へ
の
ご
連
絡
で
す
。

　

今
回
の
選
挙
か
ら
、
投
票
所
が
こ
れ
ま
で

の
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」（
旧
は
つ
ら

つ
苑
）
か
ら
「
水
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
」（
左
図
）
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

投
票
日
に
お
間
違
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

み
ん
な
で
徹
底
し
よ
う

　
三
な
い
運
動

　
　
　
　
○
贈
ら
な
い
！

　
　
　
　
○
求
め
な
い
！

　
　
　
　
○
受
け
取
ら
な
い
！

水
沢
投
票
区
の
皆
様
へ

至八森
至岩子 

至沢目駅前至峰浜小至松波苑

盛沢寺

峰浜郵便局

◎水沢コミュニティセンター

広報はっぽう　2017.10月号 6広報はっぽう　2017.10月号7


